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令和八年を迎え、謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
旧年中は、人手不足や原材料費の高騰など、依然として厳しい経営環境が続く中にありながら、（公社）

花北法人会の事業運営並びに各種事業活動に対し、格別のご理解と多大なるご支援・ご協力を賜り、誠
にありがとうございました。

さて、昨年は、当会の歴史においても大きな節目となる社団化 50 周年を迎え、11 月 26 日には記念式
典並びに記念祝賀会を、厳粛さと華やかさを併せ持った形で、滞りなく執り行うことができました。

急遽、記念講演をお引き受けいただきました森信親先生をはじめ、税務当局、関係諸官庁、友誼団体、
県下法人会の皆様、そして何より会員の皆様の温かいご支援とご協力の賜物であり、心より深く感謝申
し上げます。

法人会の基本的指針には、「法人会は、よき経営者を目指す者の団体として、会員の積極的な自己啓発
を支援し、納税意識の向上と、企業経営及び社会の健全な発展に貢献する」と明文化されております。

また、基本理念として、「法人会は税のオピニオンリーダーとして、企業の発展を支援し、地域の振興
に寄与し、国と社会の繁栄に貢献する経営者の団体である」と掲げられております。

現在、地域経済に目を向けますと、少子高齢化や人口減少、担い手不足など多くの課題を抱えながらも、
地域に根ざした中小企業の皆様が、日々創意工夫を重ね、地域の雇用と暮らしを支えておられます。

加えて、本年の世相を表す一文字に「熊」が選ばれたように、当花北地域におきましても、近年、熊
の出没が身近な話題となっております。自然環境の変化を背景に、私たちの暮らしと自然との距離の在
り方が改めて問われており、地域の安全・安心を守るためには、行政や関係機関、地域、そして事業者
が連携し、日頃から備えを怠らないことの重要性を感じております。

花北法人会は、社団化 50 周年という節目を新たな出発点とし、今後も「税のオピニオンリーダー」と
しての役割を果たすとともに、会員の皆様の経営力向上を支援する各種研修会の充実、さらには地域に
密着した社会貢献活動などに、積極的に取り組んでまいりま
す。

つきましては、税務当局並びに関係諸団体の皆様、そして
会員の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援とご協
力を賜りますよう、お願い申し上げます。

結びに、皆様にとりまして令和八年が幸多き一年となりま
すこと、そして会員企業の益々のご繁栄をご祈念申し上げ、
新年の挨拶とさせていただきます。

会長　佐藤　直也

社団化 50 周年を経て
さらなる飛躍を目指す
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令和八年の年頭に当たり、公益社団法人花北法人会の会員の皆様に謹んで新春のお慶びを申し上げます。

佐藤会長をはじめ会員の皆様には、日頃から税務行政全般にわたりまして深い御理解と多大な御協力

を賜っており、厚く御礼申し上げます。

本年の干支は 60 年に一度の「丙午」です。火の気が極まるこの年は、発展や成長の象徴と言われてい

るとのことです。昨年、社団化 50 周年という大きな節目を迎えられた貴会が、更なる発展に向かわれる

年になることと思います。

貴会におかれましては、「税のオピニオンリーダー」として令和７年税制改正による基礎控除見直しに

対応した年末調整説明会などの各種説明会や研修活動のほか、租税教室への講師派遣、税に関する絵は

がきコンクールの開催、更には、私も参加させていただいたＪＲ花巻駅前や江釣子ショッピングセンター

パルでの「税を考える週間」の街頭広報など、地域に密着した様々な社会貢献活動を展開しておられます。

こうした公益性の高い活動を行って広く社会の注目を集め、納税道義の高揚に貢献されていることにつ

きまして、非常に心強く思うとともに、改めて感謝申し上げます。

さて、国税庁では、近年の税務行政を取り巻く環境の変化、経済社会のグローバル化・デジタル化を

はじめとする構造転換に直面しており、これらに対応するため、税務手続のデジタル化や業務における

データ活用など、税務行政のＤＸを活用した国税の手続きや業務の在り方を見直すとともに、事業者の

業務のデジタル化を促進することにより、税務を起点とした「社会全体のＤＸ」を推進していくこととし

ております。

今年も「あらゆる手続きが税務署に行かずにできる社会」を目指し、「納税者の利便性向上」、「行政事

務の効率化」等に向けた各種施策に積極的に取り組んでまいりますので、会員の皆様におかれましては、

ダイレクト納付等のキャッシュレス納付や納税証明書のオンライン請求の利用、源泉徴収票など支払調

書の e-Tax での提出、法人税申告における添付書類も含めた ALL e-Tax 化、自宅等からのマイナンバー

カードを利用した e-Tax による確定申告の推進など、e-Tax の更なる利活用を通じた業務のデジタル化

への対応への御理解と御協力をお願いします。

結びに、公益社団法人花北法人会並びに会員企業の益々の御発展と会員の皆様の御健勝を心から祈念

いたしまして、新年のあいさつとさせていただきます。

花巻税務署長　桐谷　信宏

新年のごあいさつ
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花北法人会 社団化50周年記念式典を開催

令和 7 年 11 月 26 日 ( 水 ) なはんプラザ（ＣＯＭＺホール）
に於いて、花北法人会社団化 50 周年記念式典・記念講演会・
記念祝賀会を開催しました。

社団化 50 周年式典には、多くの来賓にご臨席いただき、
あいさつに立った佐藤直也会長は、「少子高齢化・デジタ
ル化の進展、国際情勢の変化など新たな課題に直面する今
こそ法人会の果たすべき役割は重要になっている」などと
話しました。

その後、永年にわたり当会事業に多大なるご支援をいた
だいた功労役員・協力団体の方々へ感謝状を贈呈しました。　

記念講演は、元金融庁長官で花巻税務署長も務めた 森 信親　氏をお招きし、「日本経済の現状と課題」
と題し、投資環境に関する見解等についてお話しいただき、参加者は大きな関心をもって聞き入ってい
ました。

講演会終了後、祝賀会が催され、歴代花巻税務署長の三河春彦氏の万歳三唱で締めくくり盛大に 50 周
年を祝いました。

左から　森信親氏　　　　阿部克之税理士
佐藤良介副会長　　三河春彦税理士

県内法人会役員の皆様と佐藤会長を囲んで 万歳三唱

祝賀会で挨拶する髙橋文一実行委員長記念品贈呈 桐谷信宏花巻税務署長による乾杯

宮澤一郎前会長　佐藤会長　小原前専務理事
宮澤啓祐元会長代理宮澤淑氏

大同生命㈱　会長　花巻商工会議所　伊藤智仁理事 講師　森　信親　氏
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全国大会への参加
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令和8年度税制改正提言を実施

【令和 8 年度税制改正に関する提言決まる】
法人会では、会員企業さまから寄せられた税制に関する提案をとりまとめ、以下のスローガンのも

と政府、政党などに積極的な提言活動を行っております。
さる 9 月 26 日に全国法人会総連合（全法連）において、令和 8 年度税制改正に関する提言を決議し

ました。
《行動する法人会》

全法連では、財制改正の実現に向けて、提言活動を行なっています。

【花北法人会による税の提言活動】
当法人会は、令和 7 年 12 月 22 日 ( 月 ) に花巻市役所及び北上市役所において、「令和 8 年度税制改

正に関する提言」を行いました。
佐藤直也会長・税制委員が両市を訪れ、松田英基花巻副市長、藤原伸花巻市議会議長及び、八重樫

浩文北上市長、菊池勝北上市議会議長にそれぞれ提言書を手渡しました。

松田英基花巻副市長へ 藤原伸議長へ

八重樫浩文北上市長へ 菊池勝議長へ

令和7年11月4日（火）
税制調査会長　小野寺五典氏

令和7年12月4日（木）
財務大臣　片山さつき氏

■令和8年度税制
改正に関する提言
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令和8年度税制改正に関する提言（要約抜粋）

令和8年度税制改正スローガン
○社会保障に充てる消費税の減税は慎重な検討が必要

将来世代にツケを回さない仕組み作りを！
○「金利のある世界」への回帰を踏まえ、

金融市場の動揺を招かない財政運営を！
○企業への過度な社会保険料負担を抑制し、

中小企業の活性化に資する税制措置を！
○本格的な事業継承税制を確立し、

地域経済と雇用の担い手の中小企業を守れ！

【基本的な課題】
Ⅰ．税・財政改革のあり方　
●�日本でも「金利のある世界」に回帰した経済環境を考慮し、金融市場の動向も見据えた税・財政運

営が欠かせない。
１）�物価高対策や低所得者対策は消費税減税で対応するのではなく、真に支援が必要な人に限定した

給付措置が望ましい。
２）�大規模な自然災害や新たな感染症の拡大等、有事の際に機動的な財政出動を可能にするために財

政健全化は必要な取り組みである。
３）�行政改革を徹底するに当たっては、地方を含めた政府・議会自らが「まず隗より始めよ」の精神

に基づき、率先して身を削らなければならない。
４）�マイナンバーカードと電子認証にはそれぞれ異なる有効期限が設定されており、行政窓口で更新

手続きをする必要があることの周知徹底。
Ⅱ．経済活性化と中小企業対策
●�人手不足や継続的な賃上げなど中小企業が抱える構造的な課題を解決するためには、中小企業自ら

の経営改革も重要になる。そうした改革に取り組むためには、新たな付加価値の創出につながるよ
うな支援策も必要である。また、中小企業経営者の高齢化が指摘されている中で、中小企業が保有
する独自の技術やサービスを引き継ぎ、地域のサプライチェーン（供給網）機能を維持するため、
それぞれの事情に応じたきめ細かな事業承継を後押しする必要がある。

●�地方創生の観点からも政府と自治体が緊密に連携しながら、地域の中小企業に元気を与えるような
税制措置を強く求める。
Ⅲ．地方のあり方
●�地方経済の活力を今後も維持しながら、地方の活性化を促すためには東京一極集中の是正が急務で

ある。地方自身がそれぞれの特色や強みを生かした活性化戦略を練り上げ、民間主体の創意工夫を
駆使することで新たな地場技術やビジネス手法を開発していかなければ、地方独自の真の活性化に
はつながらないと考えるべきである。

Ⅳ . 自然災害への対応
●�東日本大震災からの復興については、これまでの　　

効果を十分に検証し、予算の執行を効率化するとと
もに、原発事故への対応を含めて引き続き適切な支
援を行う必要がある。また、最近では能登半島地震
をはじめ、大きな地震や台風などの大規模な自然災
害が相次いで発生している。東日本大震災の対応な
どを踏まえ、被災者の立場に立った適切な支援と実
効性のある措置を講じ、被災地の確実な復旧・復興
等に向けて取り組まなければならない。

【税目別の具体的課題】
≪税目別の具体的課題≫
１．法人税関係
（１）役員給与の損金算入の拡充
①役員給与は損金算入とすべき
②同族会社も業績連動給与の損金算入を認めるべき
（２）中小企業向け賃上げ促進税制の適用要件緩和
（３）中小企業の欠損金繰戻還付制度の見直し
２．所得税関係
（１）基幹税としての所得再分配機能の回復
（２）各種控除制度の見直し
（３）個人住民税の均等割
３．相続税・贈与税関係
（１）相続税の基礎控除の見直し
（２）贈与税の基礎控除の引き上げ
４．地方税関係
（１）固定資産税の抜本的見直し
（２）事業所税の廃止
（３）超過課税
（４）法定外目的税
５．その他
（１）印紙税の廃止
（２）配当に対する二重課税の見直し
（３）電子申告の促進
（４）森林環境税の検証
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税に関する絵はがきコンクール　表彰式

岩舘昌子女性部会長と女性部会役員が受賞小学校を訪問
し、税に関する絵はがきコンクールの入賞者へ表彰状と記
念品を贈呈いたしました。花巻税務署長賞を受賞した宮野
目小学校 6 年髙橋麻友さんには、桐谷信宏花巻税務署長か
ら贈呈されました。

当日はメディアの取材もあり受賞された生徒さんはイン
タビューに緊張しながらもしっかりと受け答えしておりま
した。

桜台小学校 二子小学校

黒沢尻東小学校 黒沢尻西小学校

宮野目小学校

南城小学校 石鳥谷小学校

湯本小学校 大迫小学校
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活動報告
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活動報告
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花巻税務署からのお知らせ
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花巻税務署からのお知らせ



令和8年１月14日 法 人 会 報 　 花　　　北 第125号　（14）

法人会からのお知らせ
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編集後記
編集後記とのことですが特に書くことも無いので社

団化 50 周年を振り返って 50 年前の年に生まれた著名
人を調べてみると（誰でも知ってそうな人）、尾田栄
一郎（漫画家）、デビッド・ベッカム（サッカー選手）、
アンジェリーナ・ジョリー、チェ・ジウ（女優）、ラルフ・
シューマッハ（F1 レーサー）、アレックス・ロドリゲ
ス（メジャーリーガー）、千葉すず（競泳選手）、谷亮
子（柔道家）、レイザーラモンHG（芸人）、高瀬耕造（NHK
アナウンサー）、タイガー・ウッズ（プロゴルファー）
などなど。社団化 100 周年の時の委員長さんにはぜひ
今年生まれの有名人を（引継ぎ）。

広報委員長　八重樫　敏

　花巻市東町に店を構える「火鍋シスター」は、中国黒竜江
省出身の姉妹が切り盛りする本格火鍋専門店です。姉は薬
膳、妹は調理をそれぞれ中国で学び、「性別や年齢を問わ
ず、誰もが気軽に立ち寄れ、身体に良い料理を提供したい」
という思いから、2018年に店をオープンしました。 
　豚骨を4時間以上煮込んで作るスープをベースに、30種
類以上のスパイスを使った刺激的な「麻辣」や、コラーゲン
たっぷりで優しい味わいの「白湯」をはじめ、多彩なスープが
楽しめるのが魅力です。辛さも選べるため、火鍋初心者か
ら本場の味を求める方まで幅広く支持されています。 
　また、移転リニューアルに伴い店内の座席数が増え、少
人数はもちろん、団体での利用にも対応可能となりました。
個室も備え、家族や仲間、職場の会合などさまざまなシー
ンで利用できます。 さらに、Uber Eatsやテイクアウトも開
始し、自宅でも本格火鍋の味を楽しめるようになりました。
温かな雰囲気の中で、心も体も満たされる一軒です。

株式会社エイナソンズ（令和7年12月入会）

イーハトーブのWa!!　シリーズNo.1

火鍋シスター
【住】花巻市東町4-3
【TEL】0198-41-3046
【営】〈ランチ〉11：00～14：00（L.O.13：00）
　　〈ディナー〉17：00～22：00（L.O.21：30）

ランチメニュー

ディナーメニュー

広報委員会

担当副会長 菊　池　忠　彦
委 員 長 八重樫　　　敏

副委員長 八重樫　徹　子

委　　員 藤　﨑　信　男 佐々木　暁　夫 中　村　達　也
藤　田　澄　子 佐々木　啓　子 岩　舘　昌　子
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